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ヒ
ラ
メ
・
ト
ラ
フ
グ
な
ど
の
魚
類
養
殖
に
お
い
て
、
大
量
の
ホ
ル
マ
リ
ン
が
通
達
に
違
反
し
て
不
法
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
そ

の
ま
ま
海
洋
に
垂
れ
流
さ
れ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
即
時
禁
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
て
質
問
す
る
。
次
の
事
項
に

明
確
か
つ
詳
細
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

水
産
庁
は
一
九
八
一
年
以
降
、
魚
類
養
殖
に
お
い
て
ホ
ル
マ
リ
ン
等
を
使
用
し
な
い
よ
う
数
回
に
わ
た
り
通
達
を
出
し
て

い
る
。
一
九
九
七
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
通
達
で
は
成
魚
に
対
す
る
全
面
使
用
禁
止
の
文
言
を
盛
り
込
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
依
然
と
し
て
魚
類
養
殖
現
場
で
の
使
用
が
盛
ん
に
続
い
て
い
る
。 

二 

同
通
達
の
中
で
成
魚
に
対
し
て
は
ホ
ル
マ
リ
ン
等
を
全
面
的
に
使
用
禁
止
と
し
て
い
る
が
、
稚
魚
と
成
魚
の
境
界
を
ど
こ

に
引
く
の
か
。
ま
た
、
魚
卵
や
稚
魚
に
対
す
る
使
用
は
認
め
る
の
か
。
同
じ
く
、
同
通
達
の
中
で
、
や
む
を
得
ず
水
産
用
医

薬
品
以
外
の
物
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
環
境
の
汚
染
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
薬
剤
と
し
て
使
用
し
た
物
を
吸
着
し
、
ま
た 

こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
法
的
拘
束
力
の
な
い
指
導
・
通
達
で
は
実
効
が
挙
が
ら
な
い
の
は
明
白
で
あ
り
、
罰
則
を
と
も
な
う

よ
り
強
い
規
制
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
魚
類
養
殖
に
お
け
る
ホ
ル
マ
リ
ン
等
の
不
法
使
用
に
対
し
て
政
府
は
ど
の
よ

う
な
措
置
を
講
ず
る
所
存
か
、
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

魚
類
養
殖
の
ホ
ル
マ
リ
ン
大
量
使
用
・
垂
れ
流
し
に
よ
る
環
境
破
壊
・
海
洋
汚
染
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

四 

私
が
一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
に
提
出
し
た
「
ホ
ル
マ
リ
ン
に
よ
る
食
品
と
海
洋
の
汚
染
に
関
す
る
質
問
」
に
対
し 

 

て
、
一
九
九
七
年
一
月
二
四
日
付
答
弁
書
の
中
で
国
は
、
「
と
ら
ふ
ぐ
の
寄
生
虫
駆
除
の
た
め
に
散
布
す
る
ホ
ル
マ
リ
ン
を 

含
有
す
る
海
水
は
有
用
物
」
と
し
て
い
る
が
、
駆
除
作
業
後
の
ホ
ル
マ
リ
ン
含
有
海
水
は
廃
棄
物
と
み
な
す
か
否
か
。 

五 

同
答
弁
書
に
お
い
て
、
ト
ラ
フ
グ
の
寄
生
虫
駆
除
の
実
態
と
し
て
、
（
ア
）
船
内
水
槽
に
て
行
い
、
使
用
後
の
海
水
を
船 

 

内
水
槽
の
洗
浄
廃
水
と
あ
わ
せ
て
陸
揚
げ
す
る
方
法
と
、
（
イ
）
ホ
ル
マ
リ
ン
含
有
海
水
を
船
舶
か
ら
筏
に
散
布
し
、
そ
の 

 

後
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
気
化
さ
せ
る
た
め
、
使
用
後
の
海
水
を
一
定
期
間
筏
に
留
め
置
い
た
後
に
海
洋
に
流
出
さ
せ
る

方
法
の
二
通
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
一
定
期
間
と
は
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
長
さ
を
示
す
か
、
ま
た
、
ホ
ル 

三 

一
九
九
八
年
三
月
二
四
日
付
で
熊
本
県
議
会
か
ら
橋
本

太
郎
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
「
魚
類
養
殖
に
用
い
る
ホ
ル
マ
リ
ン

の
使
用
禁
止
に
関
す
る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
養
殖
魚
に
使
用
さ
れ
る
ホ
ル
マ
リ
ン
の
全
面
禁
止
に
向
け
た

法
的
制
度
の
整
備
の
必
要
性
と
そ
の
た
め
の
調
査
研
究
の
早
急
な
取
り
組
み
が
要
望
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
国
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
き
た
か
、
正
確
か
つ
詳
細
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

は
中
和
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
と
あ
る
が
、
ホ
ル
マ
リ
ン
の
場
合
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
う
べ
き
か
具
体
的
方

法
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

 



 

六 
前
項
の
答
弁
と
は
う
ら
は
ら
に
魚
類
養
殖
現
場
で
は
、
ホ
ル
マ
リ
ン
薬
浴
後
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
薬
浴
液
を
無
処
理
で
放
流

す
る
方
法
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
、
な
ら
び
に
海
洋

汚
染
防
止
法
等
に
違
反
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
措
置
す
べ
き
と
考
え
る
か
、
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

八 

水
産
庁
は
「
平
成
九
年
度
ア
コ
ヤ
ガ
イ
大
量
へ
い
死
原
因
究
明
に
関
す
る
水
産
庁
研
究
所
研
究
成
果
報
告
書
」
（
一
九
九 

八
年
三
月
）
の
中
で
海
域
に
お
け
る
海
水
中
ホ
ル
マ
リ
ン
濃
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
中
間
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
示
さ
れ
て
い
る
Ａ
県
、
Ｂ
県
、
Ｃ
県
と
は
具
体
的
に
ど
の
都
道
府
県
を
指
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
に
お
い
て
Ｓ

ｔ
1
、
Ｓ
ｔ
2
、
Ｓ
ｔ
3
、
Ｓ
ｔ
Ａ
、
Ｓ
ｔ
Ｂ
、
Ｓ
ｔ
Ｃ
、
Ｓ
ｔ
Ｄ
、
Ｓ
ｔ
Ｅ
で
示
さ
れ
て
い
る
採
水
ポ
イ
ン
ト
は
具
体 

七 

一
九
九
六
年
夏
頃
か
ら
発
生
し
て
い
る
ア
コ
ヤ
ガ
イ
の
大
量
へ
い
死
原
因
に
つ
い
て
、
水
産
庁
は
病
原
体
を
特
定
し
な
い

ま
ま
、
感
染
症
と
の
見
解
を
示
し
、
魚
類
養
殖
で
大
量
に
使
用
さ
れ
る
ホ
ル
マ
リ
ン
の
直
接
的
な
関
与
と
し
て
は
否
定
的
で

あ
る
、
と
の
発
表
を
行
っ
た
。
ア
コ
ヤ
ガ
イ
大
量
へ
い
死
に
対
す
る
ホ
ル
マ
リ
ン
の
間
接
的
な
関
与
、
例
え
ば
免
疫
毒
性
・

易
感
染
作
用
な
ら
び
に
被
害
を
拡
大
さ
せ
た
要
因
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
は
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
関
与
の
可
能
性

に
つ
い
て
の
見
解
を
問
う
。 

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
気
化
の
確
認
・
濃
度
の
測
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。 

三 

 



 

九 

水
産
庁
は
同
報
告
書
に
て
、
環
境
水
中
で
の
ホ
ル
マ
リ
ン
の
慰
留
・
拡
散
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
繰
り
返
し

大
量
放
出
さ
れ
た
場
合
、
他
の
有
害
化
学
物
質
へ
の
転
化
な
ど
の
挙
動
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
は
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ

て
い
る
場
合
は
そ
の
結
果
を
問
う
。
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
あ
る
種
の
化
学
物
質
が
環
境
中
に
放
出
さ

れ
、
化
学
的
に
変
性
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
そ
の
よ
う
な
調
査
・
研
究
を
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

十
一 

一
九
九
八
年
二
月
四
日
付
、
環
境
庁
水
質
保
全
局
長
名
に
よ
る
「
ホ
ル
マ
リ
ン
に
よ
る
環
境
汚
染
の
防
止
対
策
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
各
都
道
府
県
知
事
宛
の
通
達
に
て
指
示
さ
れ
た
ホ
ル
マ
リ
ン
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
汚
染
の
状
況
等
に
つ
い

て
の
調
査
報
告
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十 

同
じ
く
、
同
報
告
書
の
中
で
ア
コ
ヤ
ガ
イ
軟
体
部
中
に
お
け
る
ホ
ル
マ
リ
ン
の
含
有
量
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

に
暴
露
し
な
い
ア
コ
ヤ
ガ
イ
に
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
し
な
い
か
、
あ
っ
て
も
極
め
て
微
量
で
あ
る
、
と
し
て
い
る

が
、
こ
こ
数
年
中
に
行
わ
れ
た
化
学
分
析
で
何
度
も
検
出
さ
れ
た
養
殖
ア
コ
ヤ
ガ
イ
（
ア
コ
ヤ
ガ
イ
は
へ
い
死
個
体
で
は
な

く
、
生
存
個
体
を
急
速
冷
凍
し
て
検
査
依
頼
し
た
も
の
）
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
由
来
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

的
に
ど
こ
を
指
す
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
調
査
結
果
を
、
県
名
、
採
水
ポ
イ
ン
ト
と
と
も
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

十
四 

一
九
九
八
年
九
月
二
四
日
付
熊
本
日
日
新
聞
に
よ
る
と
、
熊
本
県
で
の
ト
ラ
フ
グ
養
殖
に
使
用
さ
れ
た
ホ
ル
マ
リ
ン
の

年
間
使
用
量
は
三
〇
〇
〇
ト
ン
に
も
上
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
県
水
産
振
興
課
、
薬
務
課
で
は
こ
れ
ら
は
す
べ
て
裏 

十
三 

一
九
九
八
年
五
月
一
七
日
付
朝
日
新
聞
に
よ
る
と
、
社
団
法
人
・
全
国
か
ん
水
養
魚
協
会
は
、
養
殖
ト
ラ
フ
グ
の
出
荷

に
際
し
、
ホ
ル
マ
リ
ン
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
証
明
書
を
各
漁
協
単
位
で
発
行
し
、
添
付
す
る
こ
と
を
決
定
し 

 

た
、
と
あ
る
が
、
政
府
は
こ
の
よ
う
な
動
き
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
時
点
で
の
各
県
・
各
漁
協
ご
と
の
実
施

状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
二 

か
つ
て
、
水
産
庁
が
ト
ラ
フ
グ
養
殖
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
た
め
に
試
験
養
殖
を
委
託
し
た
鹿
児
島
県
水
産
試
験
場
の
元

職
員
が
魚
病
図
鑑
に
ト
ラ
フ
グ
の
魚
病
に
対
す
る
ホ
ル
マ
リ
ン
薬
浴
の
有
効
性
に
つ
い
て
記
載
し
、
水
産
庁
の
外
郭
団
体
で

あ
る
日
本
水
産
資
源
保
護
協
会
発
行
の
魚
類
防
疫
技
術
書
シ
リ
ー
ズ
に
も
ヒ
ラ
メ
の
魚
病
対
策
と
し
て
ホ
ル
マ
リ
ン
薬
浴
の

有
効
性
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
魚
類
養
殖
業
者
は
県
職
員
を
通
じ
て
ヒ
ラ
メ
や
ト
ラ
フ
グ
の
ホ
ル
マ
リ
ン
薬
浴
を
習

得
し
た
と
い
う
。
水
産
庁
は
各
県
を
通
じ
て
養
殖
魚
の
寄
生
虫
駆
除
な
ど
歩
留
を
上
げ
る
た
め
に
ホ
ル
マ
リ
ン
薬
浴
の
教

唆
・
指
導
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
指
導
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
内
容
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 
 

い
。 

五 

 



 

十
七 

環
境
庁
は
、
人
の
健
康
や
生
態
系
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
質
汚
染
物
質
と
し
て
、
「
要
調
査
項 

 

目
」
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
そ
の
中
に
は
ホ
ル
マ
リ
ン
の
主
成
分
で
あ
る
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
水

産
庁
は
実
験
室
レ
ベ
ル
で
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
ア
コ
ヤ
ガ
イ
に
対
す
る
ホ
ル
マ
リ
ン
の
急
性
毒
性
を
調
べ
て
報
告
し
て
い

る
が
、
実
際
に
大
量
の
ホ
ル
マ
リ
ン
が
流
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
海
域
に
お
け
る
生
物
の
影
響
調
査
を
行
っ
た
か
。
行
っ
て
い

る
場
合
は
そ
の
結
果
を
問
う
。
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
要
調
査
項
目
化
学
物
質
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ホ
ル
マ 

十
六 

前
述
の
一
九
九
七
年
一
月
二
四
日
付
政
府
答
弁
書
に
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
内
の
養
殖
場
に
お
い
て
、
ホ
ル
マ
リ
ン

は
現
在
使
用
さ
れ
て
な
い
旨
報
告
を
受
け
て
い
る
、
と
あ
る
が
、
前
出
一
九
九
八
年
九
月
二
四
日
付
熊
本
日
日
新
聞
報
道
を

は
じ
め
と
し
て
複
数
の
地
区
に
て
使
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
府
は
改
め
て
養
殖
場
に
お
け
る
ホ
ル
マ
リ
ン

の
使
用
実
態
を
調
査
し
、
使
用
量
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

十
五 

ま
た
、
同
記
事
に
お
い
て
、
ホ
ル
マ
リ
ン
の
販
売
を
し
た
と
さ
れ
る
代
理
店
（
仲
介
業
者
）
が
毒
劇
法
に
基
づ
く
販
売

登
録
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
政
府
は
こ
れ
に
対
し
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
。 

流
通
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
毒
物
劇
物
に
よ
る
事
件
が
相
次
ぐ
中
で
、
こ
の
よ
う
な
大
量
の
劇
物
指
定
の
化
学
物
質

が
裏
流
通
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厚
生
省
は
毒
物
劇
物
取
締
法
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
所
存
か
。 

六 

 



 

十
九 

魚
類
養
殖
に
お
い
て
ホ
ル
マ
リ
ン
等
を
使
用
し
な
い
旨
の
十
数
年
間
、
数
回
に
わ
た
る
通
達
・
指
導
に
も
か
か
わ
ら 

 

ず
、
依
然
と
し
て
そ
れ
に
違
反
し
現
場
で
の
使
用
が
続
く
魚
類
養
殖
の
実
態
、
十
数
年
前
に
社
会
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ

た
有
機
ス
ズ
魚
網
防
汚
剤
が
現
在
で
も
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
一
九
九
九
年
一
月
一
二
～
一
四
日
読
売
新
聞
愛
媛
県 

十
八 
私
が
一
九
九
七
年
五
月
二
日
に
再
提
出
し
た
「
ホ
ル
マ
リ
ン
に
よ
る
食
品
と
海
洋
の
汚
染
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に

対
し
、
一
九
九
七
年
五
月
三
〇
日
付
の
答
弁
書
の
中
で
国
は
、
水
産
資
源
保
護
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
ホ
ル
マ
リ
ン
が
水
産

動
植
物
に
対
し
て
明
白
に
有
害
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ホ
ル
マ
リ
ン
が
植
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
の
増
殖
等
に
及
ぼ
す
影
響
・
ホ
ル
マ
リ
ン
の
ア
コ
ヤ
ガ
イ
に
対
す
る
直
接
的
影
響
等
の
基
礎
的
な
事
項
に
つ
い

て
調
査
中
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
平
成
九
年
度
ア
コ
ヤ
ガ
イ
大
量
へ
い
死
原
因
究
明
に
関
す
る
水
産
庁
研
究
所
研
究 

 

成
果
報
告
書
」
（
一
九
九
八
年
三
月
）
の
中
で
は
、
ホ
ル
マ
リ
ン
が
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
増
殖
等
に
及
ぼ
す
影
響
・
ア
コ 

 

ヤ
ガ
イ
に
対
す
る
直
接
的
影
響
等
に
つ
い
て
明
白
な
有
害
性
が
調
査
・
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
な
ど
か
ら
農
林
水
産

大
臣
は
魚
類
養
殖
に
お
け
る
ホ
ル
マ
リ
ン
等
の
不
法
使
用
に
対
し
て
、
水
産
資
源
保
護
法
を
適
用
し
、
厳
し
く
、
か
つ
効
果

的
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

リ
ン
が
周
辺
の
海
産
生
物
な
ど
生
態
系
に
及
ぼ
す
影
響
調
査
を
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 七 

 



 

 

八 

版
報
道
）
、
さ
ら
に
抗
生
物
質
の
乱
用
の
問
題
（
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
四
日
毎
日
新
聞
報
道
）
な
ど
、
魚
類
養
殖
業
で
は 

 
本
質
的
に
有
害
化
学
物
質
へ
の
依
存
傾
向
が
強
い
。
水
質
汚
濁
防
止
法
、
海
洋
汚
染
防
止
法
、
あ
る
い
は
現
在
、
環
境
庁
と

通
産
省
が
法
制
化
を
策
定
し
て
い
る
環
境
汚
染
物
質
排
出
・
移
動
登
録
制
度
（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
）
な
ど
に
よ
っ
て
使
用
・
排
出
の

規
制
を
受
け
る
特
定
施
設
に
魚
類
養
殖
業
を
指
定
し
、
排
水
基
準
に
関
す
る
有
害
化
学
物
質
等
の
設
定
の
見
直
し
、
な
ど
が

必
要
と
考
え
る
が
、
環
境
庁
・
厚
生
省
・
通
産
省
に
そ
の
見
解
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


